
○
地

域
に
お
い
て
は
、
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
社
会
が
到
来
す
る
中
に
あ
っ
て
、
厳
し
い
財
政
制
約
の
下
で
、
地
域
主

権
の
確
立
、
低
炭
素
型
社
会
へ
の
転
換
等
の
改
革
の
推
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

○
緑

の
分
権
改
革
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
、
森
・
里
・
海
と
そ
れ

に
は

ぐ
く
ま
れ

る
き
れ

い
な
水

な
ど
の

豊
か

な
資

源
と

そ
れ

に
よ
り
生

み
出

さ
れ

う
る
食

料
や

エ
ネ
ル

ギ
ー
、
あ
る
い
は
歴
史
文
化
資
産
の
価
値
等
を
把
握
し
、
最
大
限
活
用
す

る
仕

組
み

を
創

り
上

げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地

域
の
絆
の
再
生
を
図
り
、
地
域
か
ら
人
材
、
資
金
が
流
出
す
る
中
央
集

権
型
の
社
会
構
造
を
、
分
散
自
立
・
地
産
地
消
・
低
炭
素
型
と
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
「
地

域
の

自
給

力
と
創

富
力

を
高

め
る
地
域
主
権
型
社
会
」
へ
の
転
換
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

１
緑
の
分
権
改
革
と
は

緑
の
分
権
改
革

○
地

域
主
権
の
確
立
の
た
め
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
、
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
、
国
直
轄
事
業
負
担
金

の
廃
止
、
補
助
負
担
金
の
一
括
交
付
金
化
、
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
の
法
制
化
等
を
目
指
す
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
住
民
自
治
、
地
方
公
共
団
体
の
権
限
と
責
任
は
飛
躍
的
に
高
ま
る
も
の
。

○
緑
の
分
権
改
革
と
は
、
こ
の
よ
う
に
行
財
政
制
度
を
地
域
主

権
型

に
改

革
し
て
い
く
こ
と
に
あ
わ

せ
て
、
個

々
人

の
生

活
や
地
域
の
経
済
に
つ
い
て
も
、
「
人
材
や
食
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
資
源
等
が
で
き
る
限
り
地
域
で
有
効
に
活
用
さ
れ
る
構

造
」
に
変
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
動
き
そ
の
も
の
を
変
革
し
、
地
域
の
自
給
力
と
創
富
力

を
高

め
る
よ
う
な
社

会
シ
ス
テ
ム
の

構
築

を
目

指
す
も
の

。

２
地
域
主
権
改
革
と
緑
の

分
権
改
革
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地
域

現
状

人
資

源
資
金

定 住 自 立 圏

構 想 の 推 進

過 疎 地 域 等 の

自 立 ・ 活 性 化

「
緑
の

分
権
改
革
」
の

推
進
に
よ
る
地
域
の

成
長

流
出

大
都
市

海
外

大
規
模
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

・
・
・

改
革

後

地
域

地
域
の
自
給
力
と
創
富
力
に
よ
る
成
長

大
都
市

海
外

大
規
模
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

・
・
・

共
存

Ｉ Ｃ Ｔ 利 活 用

の 強 化

郵 政 改 革

（
分
散
自
立
・
地
産
地
消
・
低
炭
素
型
社
会
へ
）

緑 の 分 権 改 革

（
出
典
）
原
口
ビ
ジ
ョ
ン
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（
１
）
総
務
省
の
体
制
整
備

第
２
次

補
正

予
算

案
の

閣
議

決
定

後
に
、
省

内
横

断
的

な
推

進
体

制
と
し
て
、
「
緑

の
分

権
改

革
推

進
本

部
」
を
設

置
す
る
と
と
も

に
、
そ
の

着
実

な
実

施
の

た
め
に
「
緑

の
分

権
改

革
推

進
室

」
を
設

置
。

（
２
）
意
見
募
集
の
実
施

（
４
）
①

の
推

進
会

議
の

設
置

に
先

立
ち
、
地

方
公

共
団

体
は

じ
め
関

係
方

面
か

ら
緑

の
分

権
改

革
に
対

す
る
意

見
を
募

集
。

（
３
）
平

成
２
１
年

度
第

２
次

補
正

予
算

緑
の

分
権

改
革

の
推

進
の

た
め
の

基
礎

的
条

件
整

備
と
し
て
、
地

域
に
お
け
る
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
資

源
の

賦
存

量
の

調
査

と
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
調

査
、
固

定
価

格
買

取
の

仕
組

み
や

住
民

共
同

出
資

の
活

用
等

も
含

め
た
事

業
化

方
策

に
つ
い
て
の

先
行

実
証

調
査

を
実

施
。

（
４
）
平

成
２
２
年

度
当

初
予

算
①
推
進
会
議
の
設
置

（
３
）
の

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
資

源
の

調
査

の
状

況
、
②

の
先

行
的

な
取

組
を
実

施
す
る
地

方
公

共
団

体
に
よ
る
調

査
の

状
況

も
踏

ま
え
、
緑

の
分

権
改

革
を
推

進
し
て
い
く
た
め
の

課
題

・
対

応
策

等
に
つ
い
て
検

討
。

②
先
行
的
な
取
組
に
つ
い
て
の
委
託
調
査
事
業

緑
の

分
権

改
革

の
モ
デ
ル

と
な
り
う
る
先

行
的

・
総

合
的

な
取

組
を
行

う
地

方
公

共
団

体
を
募

集
し
、
取

組
を
実

施
・
発

展
し
て
い

く
た
め
の

委
託

調
査

を
実

施
。

（
５
）
平

成
２
３
年

度
以

降
の

展
開

平
成

２
１
年

度
及

び
平

成
２
２
年

度
に
お
け
る
調

査
・
研

究
結

果
、
先

行
実

施
団

体
の

検
証

・
提

言
等

を
広

く
都

道
府

県
、
市

町
村

は
じ
め
関

係
者

に
周

知
す
る
と
と
も
に
、
国

と
し
て
、
広

報
・
啓

発
に
あ
わ

せ
て
、
規

制
緩

和
や

必
要

な
法

整
備

な
ど
に
よ
り
支

援
策

を
講

じ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
緑

の
分

権
改

革
を
積

極
的

に
推

進
。

３
緑
の
分
権
改
革
の
推
進
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緑の分権改革推進会議の開催について

平成２２年４月２６日

総 務 大 臣 決 定

１ 緑の分権改革の推進のため、改革のモデルとなる取組の整理を行うとともに、その

実現のために必要な対応方策及び改革の推進に伴い見込まれる効果の数量化等につい

て検討するため、総務省において緑の分権改革推進会議（以下「会議」という ）を。

開催する。

２ 会議の構成員は、以下のとおりとする。ただし、座長は、必要があると認めるとき

は、関係者に出席を求めることができる。

座長 ：総務大臣が指名する総務副大臣

座長代行：内閣総理大臣補佐官（地域主権、地域活性化及び地方行政担当）

委員 ：総務大臣が指名する有識者

３ 座長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を委嘱すること

ができる。

４ 座長は、必要に応じ、構成員及び専門委員により構成される分科会を設けることが

できる。

５ 会議の庶務は、関係部局の協力を得て、総務省地域力創造グループ緑の分権改革推

進室において処理する。

６ その他会議の運営等に関し必要な事項は、座長が定める。
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緑の分権改革推進会議 構成員名簿
（五十音順、敬称略）

座長 渡辺 周 総務副大臣

座長代行 逢坂 誠二 内閣総理大臣補佐官

委員 飯田 哲也 環境エネルギー政策研究所所長

大森 彌 東京大学名誉教授

小田切徳美 明治大学農学部教授

笠松 和市 徳島県上勝町長

川勝 平太 静岡県知事

北橋 健治 福岡県北九州市長

鈴木 重男 岩手県葛巻町長

須藤 修 東京大学大学院情報学環教授

月尾 嘉男 東京大学名誉教授

西澤 久夫 滋賀県東近江市長

平井 伸治 鳥取県知事

（ ）福武總一郎 ベネッセホールディングス取締役会長 総務省顧問

科学技術振興機構社会技術研究開発センター領域総括堀尾 正靱

堀場 勇夫 青山学院大学経済学部教授

安田 喜憲 国際日本文化研究センター教授・稲盛財団理事

（総務省顧問）山﨑 養世 太陽経済の会代表理事
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